
令和７年度みやぎ水災・地震保険加入プロモーション事業 

企画提案募集仕様書 

 

１ 委託業務の名称 

 令和７年度みやぎ水災・地震保険加入プロモーション事業 

 

２ 履行期間 

 契約締結の日から令和８年３月１３日まで 

 

３ 委託業務の目的 

県民に対し水災保険・地震保険等への加入・定着促進を図る広報事業を実施することで、

今後起こりうる災害からの早期の生活再建・住宅再建を果たすため、県民一人一人の自助の

取組を強化し、地域ひいては県全体の災害対応力の向上を目的とする。 

 

４ 委託業務の内容 

 上記３に記載の目的を達成するため、以下の業務を行う。 

 (1) 動画コンテンツの作成 

     イ 視聴者に保険の必要性、有用性を認識させ、加入申込に繋げるため、実際に保険を

利用した方へのインタビュー動画コンテンツの構成、数量等について提案し、発注者

と協議の上、制作すること。 

     ロ 動画の編集に際しては、ＢＧＭ、効果音、説明文、ナレーション等に加え、視聴者

を引きつける動画とすること。編集内容の最終決定までには、適宜、動画の試写を行

い、発注者から訂正の指示があった箇所については、これに対応すること。 

     ハ 納期については、契約締結後、発注者と協議すること。 

 

(2) デジタル広告の配信 

イ (1)で作成した動画や別添「動画広告」等を活用し、保険加入促進やランディング

ページに誘導するための効果的なデジタル広告について提案すること。 

   ロ ターゲット層は、住宅やマンションを所有する県内在住の全世代とするが、特に新

規に購入する４０代以下の層を意識すること。 

   ハ 効果測定・検証するための指標を設定し、結果を整理・分析の上、業務完了報告書

に記載すること。 

  ニ 広告配信の時期・回数については、契約締結後、発注者と協議すること。 

 

(3) アナログ広告の実施 

   イ 県内全域をカバーできるよう新聞・雑誌・フリーペ－パーへの記事掲載やポスティ



ング等を組み合わせ、媒体毎に効果的な構成を提案すること。 

   ロ 広告実施の時期・回数については、契約締結後、発注者と協議すること。 

(4) 実施計画書の作成 

   受注者は、契約締結後、速やかに以下の書類等を作成し、発注者に提出するとともに、

発注者と協議の上、本業務を実施すること。 

   イ 業務実施計画書（業務の実施方法・スケジュール等） 

   ロ 業務従事者等届（業務責任者・スタッフの氏名、業務分担等） 

 

(5) 打ち合わせ等 

   業務を適正かつ円滑に実施するため、発注者と受注者は常に密接な連絡を取り、業務

の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度、受注者が書

面（打ち合わせ記録簿）に記録するなど、相互に確認しなければならない。 

   なお、積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要

に応じて書面（打ち合わせ記録簿）を作成すること。 

   業務着手時及び上記(4)イに定める業務実施計画書の業務の区切りにおいて、発注者

と受注者は打ち合わせを行うものとし、必要に応じて、書面（打ち合わせ記録簿）に記

録し、相互に確認しなければならない。 

 

(6) 成果物の提出 

   受注者は委託期間の満了前までに、次に掲げる事項に留意の上、(1)から(5)までの業

務に関する成果物を発注者に提出すること。 

   イ 納入物 

（イ） 業務完了報告書（紙媒体）２部 

（ロ） 業務完了報告書及び提案書記載の業務を実施したことがわかる電子データ

を保存した電子媒体(CD-ROM等) ２部 

   （ハ） 納入場所 

       〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町三丁目８番１号 

宮城県復興・危機管理部復興支援・伝承課 

         

５ 委託料の支払 

 委託料は、業務完了後、発注者の検査を経て、受注者の請求に基づき支払う。 

 

６ 成果物の帰属及び秘密保持 

(1) 成果物の帰属 

本業務により得られた成果物は、発注者に帰属する。 

(2) 秘密の保持 



受注者は、本業務の処理上、知り得た情報を機密情報として扱い、契約の目的以外

に利用し、又は第三者に提供してはならない。また、本業務に関して知り得た情報の

漏えい、滅失の防止、その他適正な管理のために必要な措置を講じなければならな

い。業務完了後もまた同様とする。 

(3) 個人情報の保持 

受注者は、本業務を処理するための個人情報の取扱いについて、別記「個人情報取

扱特記事項」を遵守しなければならない。 



別 記 

個人情報取扱特記事項 

（基本的事項） 

第１ 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約に係る業務（以下単に「業務」

という。）の実施に当たっては個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取

扱いを適正に行わなければならない。 

（秘密の保持） 

第２ 受注者は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に知らせてはならない。業務

が終了し、又はこの契約を解除された後においても、同様とする。 

（個人情報管理責任者等） 

第３ 受注者は、業務における個人情報の取扱いに係る管理責任者（以下「個人情報管理責

任者」という。）及び業務に従事する者（以下「業務従事者」という。）を定め、書面によ

り発注者に報告しなければならない。 

２ 受注者は、前項の個人情報管理責任者及び業務従事者を変更する場合は、事前に書面に

より報告しなければならない。 

３ 個人情報管理責任者は、個人情報取扱特記事項（以下「特記事項」という。）に定める

事項を適切に実施するよう業務従事者を監督しなければならない。 

４ 業務従事者は、個人情報管理責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなけ

ればならない。 

（作業場所の特定） 

第４ 受注者は、個人情報を取り扱う場所（以下「作業場所」という。）を定め、あらかじ

め発注者に報告しなければならない。 

２ 受注者は、作業場所を変更する場合は、事前に発注者に報告しなければならない。 

（個人情報の持ち出しの禁止） 

第５ 受注者は、発注者の指示又は事前の承諾がある場合を除き、個人情報を作業場所から

持ち出してはならない。 

（保有の制限） 

第６ 受注者は、業務を行うために個人情報を取得し、又は作成するに当たっては、個人情

報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号。以下「法」という。）第 61 条第１項

に規定する法令の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、利用目的

の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有してはならない。 

（個人情報の目的外利用及び提供の禁止） 

第７ 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、業務に関して知り得た個人情報をこの契

約の目的以外のために利用し、又は発注者の書面による承諾なしに第三者に提供しては

ならない。 



（漏えい、毀損及び滅失の防止等） 

第８ 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、毀損及び滅失の防止その他の個

人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

（教育の実施） 

第９ 受注者は、個人情報管理責任者及び業務従事者に対して、在職中及び退職後において

も当該契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な

目的に使用してはならないこと、及び特記事項において業務従事者が遵守すべき事項そ

の他業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。 

（資料の返還等） 

第 10 受注者は、業務を処理するために、発注者から引き渡された、又は受注者自らが取

得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料は、業務完了後直ちに速やかに、かつ、

確実に廃棄するものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものと

する。 

（複写又は複製の禁止） 

第 11 受注者は、業務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資

料等を発注者の書面による承諾なしに複写又は複製してはならない。 

（個人情報の運搬） 

第 12 受注者は、業務を処理するため、又は業務完了後において個人情報が記録された資

料等を運搬する必要があるときは、個人情報の漏えい、紛失又は滅失等を防止するため、

受注者の責任において、確実な方法により運搬しなければならない。 

（再委託の承諾） 

第 13 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の処理を自ら行うものとし、発注者が書

面により承諾した場合を除き、第三者にその取扱いを委託してはならない。なお、再委託

した業務を更に委託する場合も同様とする。 

２ 受注者は、前項の規定による承諾を受ける場合は、再委託先の名称、再委託する理由、

再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び

信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、

業務の着手前に、書面により再委託する旨を発注者に協議し、その承諾を得なければなら

ない。 

３ 前項の場合、受注者は再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、

発注者に対して、再委託先の全ての行為及び結果について責任を負うものとする。 

４ 受注者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理、監督の手続及び方法に

ついて具体的に規定しなければならない。 

５ 受注者は、再委託先に対して業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督すると

ともに、発注者の求めに応じて、管理し、及び監督の状況を発注者に対して適宜報告しな

ければならない。 



（実地調査） 

第 14 発注者は、受注者が業務に関して取り扱う個人情報の利用、管理状況等について、

随時実地に調査することができる。 

（指示及び報告等） 

第 15 発注者は、受注者が業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、

受注者に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求める

ことができる。 

（個人情報に関する取扱要領等の作成） 

第 16 受注者は、個人情報の適切な管理を確保するため、業務に関して取り扱う個人情報

の取扱要領等を作成し、発注者に報告しなければならない。 

（事故発生時の対応） 

第 17 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発

生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報の

内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、発注者の指示に従うもの

とする。 

２ 発注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該

事故に関する情報を公表することができる。 

 


